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（ 目 的 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 千 葉 県 公 安 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 36年 千 葉 県 公

安 委 員 会 規 程 第 ４ 号 ）第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 、道 路 交 通 法（ 昭 和 35年 法 律 第 105号 。以 下「 法 」と い

う 。）第 108条 の 31及 び 交 通 安 全 活 動 推 進 セ ン タ ー に 関 す る 規 則（ 平 成 10年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ３

号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る 千 葉 県 交 通 安 全 活 動 推 進 セ ン タ ー（ 以 下「 セ ン タ ー 」と い う 。）

の 指 定 等 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。

（ 指 定 法 人 ）

第 ２ 条 セ ン タ ー と し て 指 定 を 受 け る 法 人 は 、 道 路 に お け る 交 通 の 安 全 と 円 滑 に 寄 与 す る こ と を 目 的

と す る 一 般 社 団 法 人 又 は 一 般 財 団 法 人 で あ つ て 、法 第 108条 の 31第 ２ 項 に 規 定 す る 事 業 を 適 正 か つ 確

実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る も の と す る 。

（ 指 定 申 請 書 の 受 理 ）

第 ３ 条 交 通 総 務 課 長 （ 以 下 「 課 長 」 と い う 。 ） は 、 セ ン タ ー の 指 定 を 受 け よ う と す る 法 人 か ら 別 記

様 式 第 １ の 指 定 申 請 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、 規 則 第 １ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 記 載 事 項 及

び 添 付 書 類 を 確 認 し て 受 理 す る も の と す る 。

２ 前 項 に よ り 指 定 申 請 書 を 受 理 し た と き は 速 や か に 公 安 委 員 会 の 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 指 定 及 び 公 示 ）

第 ４ 条 課 長 は 、 公 安 委 員 会 が セ ン タ ー の 指 定 を 決 定 し た と き は 、 別 記 様 式 第 ２ の 指 定 書 を 交 付 し 、

公 示 の 手 続 を し な け れ ば な ら な い 。

（ 名 称 等 の 変 更 ）

第 ５ 条 課 長 は 、 セ ン タ ー か ら 前 条 の 公 示 に 係 る 事 項 の 変 更 の 届 出 を 受 け た と き は 、 別 記 様 式 第 ３ の

公 示 事 項 変 更 届 書 に よ り 受 理 す る も の と す る 。

２ 課 長 は 、 前 項 の 公 示 事 項 変 更 届 書 を 受 理 し た と き は 、 本 部 長 に 報 告 す る と と も に 、 そ の 旨 を 公 示

す る 手 続 を し な け れ ば な ら な い 。

（ 事 業 計 画 等 の 受 理 ）

第 ６ 条 課 長 は 、 セ ン タ ー か ら 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を 受 け る も の と す る 。

(１ ) 毎 事 業 年 度 開 始 前 の 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書

(２ ) 毎 事 業 年 度 終 了 時 の 事 業 報 告 書 及 び 収 支 決 算 書

２ 課 長 は 、 事 業 の 適 正 な 運 営 を 図 る た め 必 要 と 認 め る と き は 、 セ ン タ ー に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

報 告 又 は 資 料 若 し く は 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る も の と す る 。

(１ ) セ ン タ ー の 財 産 の 状 況 又 は 事 業 の 運 営 に 関 す る 報 告 又 は 資 料

(２ ) 調 査 員 名 簿

(３ ) セ ン タ ー の 運 営 要 領

(４ ) 調 査 員 の 服 務 準 則

３ 課 長 は 、 前 ２ 項 の 報 告 又 は 資 料 若 し く は 書 類 の 提 出 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 交 通 部

長 （ 以 下 「 部 長 」 と い う 。 ） の 承 認 を 受 け て 、 必 要 な 助 言 を す る こ と が で き る も の と す る 。

（ 交 通 事 故 相 談 員 、 調 査 員 及 び 運 転 適 性 指 導 者 の 承 認 ）

第 ７ 条 部 長 は 、 セ ン タ ー か ら 別 記 様 式 第 ４ の 交 通 事 故 相 談 員 の 任 命 承 認 申 請 書 、 別 記 様 式 第 ５ の 調

査 員 の 任 命 承 認 申 請 書 又 は 別 記 様 式 第 ６ の 運 転 適 性 指 導 者 の 任 命 承 認 申 請 書 の 提 出 を 受 け 審 査 し 、

適 当 と 認 め る と き は 承 認 す る も の と す る 。

（ 交 通 事 故 相 談 員 、 調 査 員 及 び 運 転 適 性 指 導 者 の 解 任 勧 告 ）

第 ８ 条 部 長 は 、 交 通 事 故 相 談 員 が 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 、 調 査 員 が 規 則 第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に 、 運

転 適 性 指 導 者 が 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 各 号 に 該 当 し た と き 又 は 同 規 則 第 ８ 条 に 規 定 す る 解 任 勧 告 事 由 に



該 当 す る と 認 め た と き は 、 セ ン タ ー に 対 し 、 そ れ ぞ れ 別 記 様 式 第 ７ か ら 別 記 様 式 第 ９ の 解 任 勧 告 書

に よ り 当 該 職 員 の 解 任 勧 告 を す る こ と が で き る 。

（ 改 善 命 令 ）

第 ９ 条 課 長 は 、公 安 委 員 会 が 法 第 108条 の 30第 ３ 項 の 規 定 に よ り 改 善 命 令 を 行 う と き は 、別 記 様 式 第

10の 改 善 命 令 書 を セ ン タ ー に 交 付 す る も の と す る 。

（ 指 定 の 取 消 し ）

第 10条 課 長 は 、公 安 委 員 会 が 法 第 108条 の 30第 ４ 項 の 規 定 に よ り セ ン タ ー の 指 定 を 取 消 そ う と す る と

き は 、 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 供 与 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ６ 年 千 葉 県 公 安 委 員 会 規 則 第 26号 ） の 定 め る

と こ ろ に よ り 処 理 し な け れ ば な ら な い 。

２ 課 長 は 、 公 安 委 員 会 が セ ン タ ー の 指 定 を 取 り 消 し た と き は 、 そ の 旨 を 公 示 す る 手 続 を し な け れ ば

な ら な い 。

「 以 下 別 記 様 式 省 略 」


